
第 48号議案

長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例の一部改正について

長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例 (平成 5年長岡京市条例第 17

号)の一部を別紙のとおり改正するものとする。

令和 5年 6月 9日 提 出

長岡京市長 中小路 健 吾

(提案理由)

子育て支援策の充実を図るべく、子育て支援医療費の助成対象を拡充す

るため、条例の一部を改正する必要があるので提案する。



長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例 (平成 5年長岡京市条例第 17号)の一部

を次のように改正する。

改正後 改正前

(目 的)

第 1条 この条例は、健やかに子供を生み

育てる環境づくりの一環として、乳幼児、

児童墾二盪劃奥生笠の医療費の一部を助成

することにより、乳幼児、児童墾笙理艶堕

螢 の健康の保持及び増進を図ることを

目的とする。

(定義)

第2条  【略】

2 【略】

3 この条例において、 「高校生等 |と は、

還」ヨΣ壺受:区塑nl豊自動に生し」董上旦虚

1壺曼五旦以.後2邑m24=星L」國唾並

18歳に達する日以後の最初の 3月 31

日まで2.閲 にある者をい■L
■ この条例において、「保護者」とは、

親権を行 う者、未成年後見人その他の者

で、乳幼児二望撻塑峯慶劃雲室笠を現に監

督 し、保護するものをいう。

二  【略 項の繰下げ】

(対象者)

第 3条  この条例の規定による医療費の助

成を受けることができる者 (以下「対象

者」という。)は、国民健康保険法 (昭

和 33年法律第 192号)その他の規則

で定める医療保険各法 (以下「医療保険

各法」という。)に よる被保険者又は被

扶養者である乳幼児二児童及び亘撞生笠

の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、乳幼児二児

童丞ェ壁菱1嚢室笠が次の各号のいずれかに

該当する場合は、対象者としない。

{1)【略】

囲 長岡京市福祉医療費の支給に関する

(目 的)

第 1条  この条例は、健やかに子供を生み

育てる環境づくりの一環として、乳幼児

丞=L整理当の医療費の一部を助成すること

により、乳幼児及雌 の健康の保持及

び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条  【略】

2 【略】

【加える】

旦.こ の条例において、「保護者」とは、

親権を行う者、未成年後見人その他の者

で、乳幼児及び児童を現に監督し、保護

するものをいう。

■  【略】

(対象者)

第 3条 この条例の規定による医療費の助

成を受けることができる者 (以下「対象

者」という。)は、国民健康保険法 (昭

和 33年法律第 192号)その他の規則

で定める医療保険各法 (以下「医療保険

各法」という。)に よる被保険者又は被

扶養者である乳幼児及.鰹 の保護者と

する。

2 前項の規定にかかわらず、乳幼児及び

児.重が次の各号のいずれかに該当する場

合は、対象者としない。

(1)【 略】

(2)長岡京市福祉医療費の支給に関する



改正後 改正前

条例 (昭和 50年長岡京市条例第 35
号)第 2条 の規定による、福祉医療費

受給者証を交付されているひとり親家

庭等の乳幼児、児童及び高校生等又は

重度心身障がい児である場合

(助 成する医療費の範囲及び給付の方

法)

第 4条 助成する医療費の額は、乳幼児、

児童星び亘埜生笠の疾病又は負傷につい

て医療保険各法の規定により医療の給付

を受けた場合は、対象者が負担すべき額

から規則で定める額を控除した額以内と

する。ただし、附加給付その他医療に関

する法令等の規定により、当該対象者の

負担が軽減される場合においては、当該

軽減される額を控除する。

2・ 3  【略】

(受給者証の交付)

第 5条 市長は、規則の定めるところによ

り、保護者からの申請に基づき、子育て

支援医療費受給者証 (以下「受給者証」

という。)を交付するものとする。た.だ

上ェ壺i空壁墜塾二量上≦生重童当壁:正二重≧笠

しないものとする。

2対 象者 (高校生笠⊇墾墨墨墨量巡上立

第

は、保険医療機関等において医療を受け

る際に、医療保険各法に定める被保険者

証 とともに受給者証を提示しなければな

らない。

(届 出)

6条 対象者は、生勘生」И型壁生壁x生
受給資格に喪失が生じたときは、その旨

を速やかに市長に届け出なければならな

い。

(損害賠償との調整)

第 8条 市長は、対象者が乳幼児二児童丞

び亘量生笠の疾病又は負傷に関し損害賠

償を受けたときは、その価額の限度にお

条例 (昭和 50年長岡京市条例第 35
号)第 2条 の規定による、福祉医療費

受給者証を交付 されているひとり親家

庭等の乳幼児及び1児童又は重度心身障

がい児である場合

(助成す る医療費の範囲及び給付の方

法)

第 4条 助成する医療費の額は、乳幼児及

び|」星L童の疾病又は負傷について医療保険

各法の規定により医療の給付を受けた場

合は、対象者が負担すべき額から規則で

定める額を控除した額以内とする。ただ

し、附加給付その他医療に関する法令等

の規定により、当該対象者の負担が軽減

される場合においては、当該軽減される

額を控除する。

2・ 3 【略】

(受給者証の交付)

第 5条 市長は、規則の定めるところによ

り、保護者からの申請に基づき、子育て

支援医療費受給者証 (以 下「受給者証」

という。)を交付するものとする。

2 対象者は、保険医療機関等において医

療を受ける際に、医療保険各法に定める

被保険者証とともに受給者証を提示 しな

ければならない。

(届 出)

第 6条 対象者は、食塑L.」奎墾婆型L笙変

夏2延ド受給資格に喪失が生じたときは、

その旨を速やかに市長に届け出なければ

ならない。

(損害賠償との調整)

第 8条 市長は、対象者が乳幼児及び児童

の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けた

ときは、その価額の限度において、当該



改正後 改正前

いて、当該助成金の全部若 しくは一部を

助成せず、又は既に助成 した費用の全部

若 しくは一部を返還 させ ることができ

る。

助成金の全部若 しくは一部を助成せず、

又は既に助成 した費用の全部若 しくは一

部を返還させることができる。

附 則

(施行期 日)

1 この条例は、令和 5年 9月 1日 から施行する。

(経過措置 )

2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例の規定は、令和 5年 9月 1日 以

後に受ける医療から適用 し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。


